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第４２回宇都宮市都市計画審議会議事録 
 

平成２１年１０月２６日（月）  
午後３：００～ 
１４Ａ会議室  

 

 

出席委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席委員 

 

出席幹事 

 

 

(臨時幹事) 

 

 

事務局 

 

 

 

１号委員 

一木明委員，小堀志津子委員，青木格次委員，加藤一克委員， 

小野口睦子委員，森本章倫委員，藤井昌一委員，森賢一郎委員  

 

２号委員 

木村由美子委員，五月女伸夫委員，塚原毅繁委員，黒後久委員  

 

３号委員 

粂川元一委員（代理：高橋 剛），本田進委員，中澤豊委員（代理：

塚野 重徳） 

     (計１５名) 

 

(０名) 

栗田健一幹事，森岡正行幹事，田辺義博幹事，赤石澤亮幹事， 

伊沢昌之幹事，宇梶嘉修幹事 

 

山形清作幹事 

（計７名） 

 

高橋功書記，松野昇一書記，高橋裕司書記，黒須孝宏書記 

 

（計４名） 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗田幹事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日 は， お忙 しい 中ご 出席 いた だき まし て， 誠に あ り が

とうございます。  

それでは，只今から「第４２回宇都宮市都市計画審議会」

を 開会 い た しま す 。 開会 に 先 立ち ま し て， 本 日 の会 議 資 料

について確認させていただきます。  

資料につきましては，事前にお送りしております，「第４

２回審議会会議次第」，議案書がございます。  

また，本日の配布資料といたしましては，「宇都宮市都市

計 画審 議 会 委員 名 簿 」と 説 明 資料 １ と しま し て ，Ａ ３ 版 で

２枚綴りの議案第１号「上河内都市計画用途地域の変更(市

決定 )」，議案第２号「上河内都市計画地区計画の決定 (市決

定 )」の資料となります。また，説明資料２といたしまして，

Ａ ４版 と Ａ ３版 の セ ット に な りま す ， 議案 第 ３ 号「 宇 都 宮

市景観計画の変更（案）」の資料となっております。 

不 足 し て い る 資 料 が あ り ま し た ら ， 事 務 局 の 方 に お 知 ら

せ下さい。よろしいでしょうか。 

そ れ で は 開 会 に あ た り ま し て ， 栗 田 都 市 開 発 部 長 よ り ，

ご挨拶申し上げます。 

 

都市開発部長の栗田でございます。  

本 日 は 大 変 お 忙 し い 中 審 議 会 に ご 出 席 い た だ き ま し て 誠

にありがとうございます。  

  また ，日頃か ら本市行 政全般に わたりま して，ご 支援 ご

協力を い ただい て おりま す ことを ， 重ねて お 礼申し 上 げま

す。こ の 度新た に 委員に な られま し た方々 に おかれ ま して

は，委 員 を快く お 引き受 け いただ き まして 厚 くお礼 申 し上

げます。  

今回 の審 議内 容に つき まし ては ，上 河内 都市 計画 区 域 内

で進め ら れてお り ます， 中 里原土 地 区画整 理 事業区 域 を中

心とし た 用途地 域 の変更 や 地区計 画 及び景 観 に関す る 議題

につい て ご審議 い ただき た いと考 え ており ま す。ま た ，都

市計画 マ スター プ ランに つ いてご 審 議いた だ きたい と 考え
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事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森本議長  

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

ております。  

委 員 の 皆 様 に は そ れ ぞ れ の 専 門 的 な お 立 場 か ら ご 議 論 い

た だき ， 都 市計 画 の 実現 に 向 けて ご 支 援ご 協 力 を賜 り ま す

ようよろしくお願い申し上げます。  

簡 単 で は ご ざ い ま す が ， 挨 拶 と さ せ て い た だ き ま す 。 ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

今 回 の 審 議 会 は ， 今 年 度 最 初 の 審 議 会 に な り ま す の で ，

新たな委員としてご出席されている方もございます。  

こ こ で ， 事 務 局 か ら 委 員 の 皆 様 の ご 紹 介 と ， 幹 事 並 び に

事務局職員の紹介をさせていただきたいと思います。  

 

（各委員紹介） 

 

続き まし て， 幹事 並び に事 務局 職員 の紹 介を させ て い た

だきます。 

 

（幹事，事務局職員紹介）  

 

それでは只今より，「第４２回宇都宮市都市計画審議会」

を 開会 し た いと 思 い ます 。 そ れで は 事 務局 よ り ，本 会 の 成

立についてご報告お願いいたします。 

 

本 日 の 会 議 で ご ざ い ま す が ， 現 在 出 席 委 員 は １ ５ 名 で ご

ざいます。これは，当審議会条例第６条にございます，「審

議 会は 委 員 の過 半 数 をも っ て 開催 す る 」旨 を 満 たし て お り

ますので，会議の成立をご報告いたします。  

会 議 の 公 開 及 び 傍 聴 者 数 の 報 告 を い た し ま す 。 本 日 の 会

議 につ い て は， 宇 都 宮市 情 報 公開 条 例 に規 定 す る非 公 開 情

報 に該 当 す る情 報 は あり ま せ んの で 公 開と な り ます 。 傍 聴

者は１名でございます。 

また， 今回の委員改選により，会長職務代理者が不在と
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森本議長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な って お り ます 。 条 例第 ５ 条 に「 委 員 のう ち か ら， 会 長 が

あ らか じ め 指名 す る 」旨 定 め られ て お りま す こ とか ら ， 森

本会長によるご指名をお願いいたします。 

 

それでは，開会にあたりまして一言ご挨拶申し上げます。

今 年 度 最 初 と い う こ と で 皆 さ ん の ご 紹 介 を い た だ き ま し

た 。会 長 職 とい う こ とで 重 責 を担 っ て いる わ け でご ざ い ま

す けれ ど も ，都 市 を 取り 巻 く 環境 と い うの は 非 常に 厳 し い

環 境が 続 い てお り ま す。 総 合 計画 で 掲 げた ネ ッ トワ ー ク 型

コ ンパ ク ト シテ ィ の 実現 を 一 刻も 早 く 実現 さ せ て， 持 続 可

能 なま ち づ くり に 向 けて そ の 第一 歩 を 切り た い と思 っ て お

ります。  

「都 市計 画マ スタ ープ ラン 」に つき まし ては ，昨 年 度 ，

皆さん の ご協力 の もとで 全 体構想 （ 案）を ま とめて ， 今年

は地域 別 構想と い うこと で ，策定 に 向かっ て 動いて い ると

ころで ご ざいま す 。引き 続 き，活 発 なご議 論 をいた だ きま

して， ぜ ひとも す ばらし い 宇都宮 の まちづ く りに向 け て一

歩でも 前 進でき れ ばと思 っ ており ま す。ど う ぞよろ し くお

願いいたします。  

それ では ，議 事に 入ら せて いた だき たい と思 いま す 。 効

率的な 会 議を進 め たいと 思 います の でご協 力 よろし く お願

いいたします。 

最 初 に ， 先 ほ ど 事 務 局 か ら 説 明 が あ り ま し た ， 会 長 職 務

代 理者 の 選 出で ご ざ いま す け れど も ， 会長 が 指 名す る と 定

め られ て お りま す の で， 誠 に 僭越 で す が私 か ら 指名 さ せ て

いただきます。 

本 審 議 会 は ， 本 市 の 特 徴 を 反 映 し な が ら 適 正 で 迅 速 な 調

査審議を行っていくという重責を担っています。 

つ き ま し て は ， 市 政 全 般 に 高 い 見 識 を お 持 ち で お ら れ ま

す ，黒 後 久 委員 に 職 務代 理 者 をお 願 い した い と 思い ま す 。

黒後委員，よろしくお願いいたします。 
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黒後委員  

 

森本議長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よろしくお願いいたします。 

 

事務局は，職務代理者の座席移動をお願いいたします。 

それ では ，会 議次 第に 従い 会議 を進 めて まい りま す が ，

まず， 当 審議会 条 例の施 行 規則第 ３ 条に基 づ きまし て ，本

日の会議の議事録署名委員を指名したいと思います。  

一木 明委 員と 藤井 昌一 委員 の両 名を 指名 した いと 思 い ま

す。よろしくお願いいたします。 

本日の議題といたしまして，議案は３件となります。  

こ の 議 案 に つ き ま し て は ， 平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日 付 ，

宮都第 １ １４号 ～ 第１１ ６ 号にて 市 長から 諮 問がな さ れて

おります。 

審議 内容 は， 上河 内の 中里 原地 区に 関す る案 件で ， 議 案

第１号「上河内都市計画用途地域の変更」，議案第２号「上

河内都市計画地区計画の決定」，議案第３号「宇都宮市景観

計画の変更（案）」となります。 

付議案件 の審議に つきまし て，会議 の公開， 非公開を確

認させていただきます。本日の審議につきましては，公開

とさせていただきます。 

また，審 議の公開 に際し， 傍聴者の 方へ申し 上げます。

お手元の傍聴要領の記載内容をお守りいただきますようよ

ろしくお願いいたします。  

本日は， ３議案ご ざいます 。議案第 １号と議 案第２号に

つきましては，中里原地区の用途地域の変更と地区計画の

決定に関することであり，都市計画に関する議案でござい

ます。議案第３号につきましては，中里原地区の景観のル

ールに関することであり，宇都宮市の景観計画の変更に関

する議案でございます。 

まず，議案第１号と議案第２号を一括で審議し，その後，

第３号議案を審議したいと考えておりますが，よろしいで

しょうか。 
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全委員 

 

森本議長  

 

宇梶幹事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異議なし  

 

それでは，説明をお願いいたします。 

 

それでは，お手元の資料に基づいてご説明いたします。 

議案第 １ 号「上 河 内都市 計 画用途 地 域の変 更 につい て 」及

び議案 第 ２号「 上 河内都 市 計画地 区 計画の 決 定」に つ きま

して， 一 括して ご 説明さ せ ていた だ きます 。 資料表 紙 の右

上に議 案 第１号 ， 議案第 ２ 号と記 載 してあ り ます議 案 書に

て，議 案 の概略 を ご説明 し た後， Ａ ３版の 説 明資料 １ に基

づき，内容等のご説明をいたします。 

それでは，議案第１号「上河内都市計画用途地域の変更」

の１ペ ー ジをご 覧 くださ い 。これ は ，用途 地 域変更 の 計画

書でご ざ います 。 ここで は ，用途 地 域の面 積 構成な ど を表

形式で 記 載して い るとこ ろ でござ い ます。 ゴ シック 書 きの

太字に な ってい る ところ が ，変更 に より面 積 の増減 が 生じ

る部分となります。 

２ペ ージ をご 覧く ださ い。 変更 前と 変更 後の 対照 表 と な

ってお り ます。 左 から２ 列 目，面 積 の欄の 上 段は変 更 後の

用途地 域 ごとの 面 積，下 段 の括弧 書 きは変 更 前のも の とな

ってお り ます。 こ ちらも ゴ シック 書 きの太 字 になっ て いる

ところが，変更後の用途地域ごとの面積となります。  

３ペ ージ をご 覧く ださ い。 今回 ，都 市計 画変 更を 行 お う

とする 中 里原地 区 の用途 地 域ごと の 面積増 減 を示す 表 とな

っております。第一種低層住居専用地域が，約６．５ ha か

ら約１．９ha へ変更になります。また，第一種中高層住居

地域を新たに約１１．３ha 追加いたします。第一種住居地

域につきましては，約２．９ha から約１．５ha へ，第二種

住居地域につきましては，約９．６ ha から約４．３ha へ，

それぞれ変更するものでございます。 

４ペ ージ をご 覧く ださ い。 こち らは ，総 括図 とな っ て お

ります 。 赤の実 線 で囲ま れ たとこ ろ が中里 原 地区の 位 置を
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示しております。  

５ペ ージ をご 覧く ださ い。 こち らは ，計 画図 とな っ て お

ります が ，次ペ ー ジの参 考 図が変 更 前のも の となっ て おり

ますの で ，あわ せ てご参 照 くださ い 。計画 図 でお分 か りい

ただけ る ように ， 地区の 大 部分に つ きまし て ，第一 種 中高

層住居専用地域に変更しようとするものでございます。 

次に， 議案第２号「上河内都市計画地区計画の決定につ

いて」についてご説明いたします。  

まず ，議 案書 をご 覧く ださ い。 １ペ ージ ，２ ペー ジ は ，

今回決 定 しよう と する中 里 原地区 計 画の計 画 書とな っ てお

ります 。 ３ペー ジ は，中 里 原地区 地 区計画 の 総括図 ， ４ペ

ージは，中里原地区地区計画の計画図となっております。 

それ では ，用 途地 域の 変更 と地 区計 画の 決定 の詳 細 に つ

きまし て ，本日 お 席に用 意 してご ざ います ， Ａ３版 の 説明

資料１に基づき，ご説明いたします。 

説明資 料 １の１ ペ ージを ご 覧くだ さ い。ま ず ，「 １  中 里

原地区 の 概要」 に ついて ， ご説明 い たしま す 。同地 区 の位

置図に つ きまし て は，左 下 に表示 し てござ い ますの で ，併

せてご参照ください。 

上河 内地 域の 中心 部で ある 中里 原地 区は ，周 辺に は 公 共

公益施 設 や文教 施 設，大 型 小売店 舗 が立地 し ，南側 に は，

一般国道２９３号，東側に主要地方道藤原宇都宮線があり，

文教・ 商 業・交 通 に恵ま れ た地域 で ありま す 。平成 １ ５年

に現状 の 用途地 域 を決定 し ており ま す。そ の 後，良 好 な住

環境の 創 出と魅 力 ある宅 地 の供給 を 目的と し て，平 成 １８

年度よ り 土地区 画 整理事 業 に着手 す るなど ， 都市基 盤 整備

を進めている状況でございます。 

次に ，「 ２  中里 原地区 に おける 都 市計画 決 定の経 過 につ

いて」 ご 説明い た します 。 本地区 は ，平成 １ ０年６ 月 に都

市計画 区 域を指 定 し，そ の 後は， 土 地利用 規 制の基 本 とな

る用途地域を平成１５年４月に決定しております。 

また ，ま ちづ くり 事業 を進 めて いく ため ，下 水道 の 都 市
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計画や 中 里原土 地 区画整 理 事業を 順 次定め て きたと こ ろで

ございます。 

続きまして，１ページ右側の「３－１ 用途地域の変更内

容」として，議案第１号「上河内都市計画用途地域の変更」

につき ま してご 説 明いた し ます。 参 考図の 左 側は， 変 更前

の用途 地 域を示 し ており ま す。現 在 ，赤の 点 線の土 地 区画

整理事 業 区域と そ の周辺 の 用途地 域 は，濃 い 緑色の 第 一種

低層住 居 専用地 域 ，黄色 の 第一種 住 居地域 ， オレン ジ 色の

第二種 住 居地域 ， 水色の 工 業地域 を 定めて お ります 。 本地

区の土 地 区画整 理 事業の 進 捗に伴 い ，今後 の 良好な 居 住環

境の維 持 や上河 内 地域の 新 しい住 宅 拠点と し て誘導 し てい

くため に ，参考 図 の右側 の 変更後 で 示すよ う に，薄 い 緑色

で表示 す る第一 種 中高層 住 居専用 地 域を中 心 とした 用 途地

域に変 更 するも の です。 良 好な居 住 環境と 一 体的な 土 地利

用を図 ろ うとす る もので ご ざいま す 。なお ， この第 一 種中

高層住 居 専用地 域 では， 生 活に密 接 な関わ り を持つ 事 業所

や店舗等は，立地が可能となっております。  

２ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。「 ３ － ２  地 区 計 画 の 決 定 内

容」と い たしま し て，議 案 第２号 「 上河内 都 市計画 地 区計

画の決定」の決定についてご説明させていただきます。 

中里 原地 区計 画を 決定 する 目的 とし まし ては ，本 地 区 の

恵まれ た 交通利 便 性，生 活 利便性 を 活かし ， 周辺の 自 然環

境に調 和 したゆ と りある 生 活空間 の 創出と ， 良好な 居 住環

境を有 す る住宅 地 の形成 を 図ると と もに， 将 来にお い ても

維持・保全されるよう定めるものであります。 

続き まし て， まち づく りの ルー ルに つい て， 順に ご 説 明

いたします。   

最初に，「（１） 地区区分と土地利用の考え方」について

ご説明 い たしま す 。中段 の 地区区 分 図をご 覧 くださ い 。本

地区で は ，より き め細や か に地域 の まちづ く りのル ー ルを

定めるため，用途地域と連動して，「公共施設地区」，「住宅

地区」，「沿道住宅 地区Ⅰ」，「沿道住 宅地区Ⅱ 」に区分 し，
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地区の 特 性に応 じ た建築 物 の用途 制 限など を 行って ま いり

ます。４つのそれぞれの地区について，ご説明いたします。

まず ，２ ペー ジ右 側の ①の 「公 共施 設地 区」 は， 地 区 の

西側の エ リアと な ります が ，中里 原 土地区 画 整理事 業 によ

り，公 園 と調整 池 が整備 さ れる区 域 で，用 途 地域と い たし

ましては第一種低層住居専用地域となります。 

次に ，② の「 住宅 地区 」で すが ，主 に住 宅地 とし て 良 好

な住宅 地 の形成 を 図る地 区 で，用 途 地域は 第 一種中 高 層住

居専用地域となります。 

③の 「沿 道住 宅地 区Ⅰ 」は ，良 好な 居住 環境 を維 持 し つ

つ，日 常 生活に 必 要な店 舗 あるい は 事務所 な ども立 地 可能

とする地区で，用途地域は第一種住居地域となります。 

④の 「沿 道住 宅地 区Ⅱ 」は ，良 好な 居住 環境 を維 持 し つ

つ，沿 道 型のサ ー ビス施 設 の立地 を 誘導す る 地区で ， 用途

地域は第二種住居地域となります。  

次に ，「 （２）  建築等 に 関する 事 項」に つ いてご 説 明い

たしま す 。下段 の 表をご 覧 くださ い 。まず ， 建築物 等 の用

途の制 限 につい て であり ま すが， 良 好な居 住 環境を 確 保し

ながら ， 地区の 特 性に応 じ た土地 利 用を誘 導 するた め ，地

区区分 そ れぞれ の 用途地 域 の制限 に 加えて ， ホテル ， カラ

オケボ ッ クス， パ チンコ 屋 などの ， 良好な 居 住環境 を 妨げ

る 恐 れ の あ る も の を 制 限 し て ま い り た い と 考 え て お り ま

す。 

次に ，建 築物 の敷 地面 積の 最低 限度 につ きま して ， 地 区

内の敷 地 の細分 化 による 建 て詰ま り などを 防 止して い くた

め，敷地面積の最低を２００㎡といたします。 

  次に ，建物の 外壁など 建築物の 壁面の位 置の制限 につ い

てであ り ますが ， 良好な 景 観形成 や 日照， 通 風，プ ラ イバ

シーを 確 保する た め，道 路 境界か ら 建築物 の 壁面ま で を，

１．５ ｍ 以上， 隣 地境界 か らは， １ ．０ｍ 以 上セッ ト バッ

クすることといたします。  

  次に ，建築物 などの高 さの限度 につきま しては， 採光 の
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森本議長  

 

 

一木委員  

 

確保な ど ，地区 内 の良好 な 居住環 境 を確保 し ていく た め，

建物の 最 高の高 さ を，１ ２ ｍ以下 と いたし ま す。た だ し，

公共施 設 地区に つ きまし て は，用 途 地域が 第 一種低 層 住居

専用地域となっておりますので，１０ｍ以下となります。 

  また ，建築物 などの形 態又は意 匠につき ましては ，原 色

を避け ， 居住環 境 にふさ わ しい落 ち 着いた 色 調とい た しま

す。垣又はさくの構造の制限についてでありますが，  

防災・ 防 犯の観 点 ，また ， 緑化の 推 進によ る 開放感 の ある

景観を 確 保する た め，原 則 として 高 さ１． ５ ｍ以下 の 生垣

とします。 

最後 に， これ らま ちづ くり のル ール につ いて ，地 権 者 を

はじめ と した住 民 への説 明 の経過 に ついて ご 報告い た しま

す。こ の 用途地 域 の変更 や 地区計 画 案につ き まして は ，昨

年の６ 月 ２７日 に 地元代 表 者を対 象 とした 第 １回目 の 説明

会を開 催 してお り ます。 そ の後， 今 年の３ 月 までの 間 に概

ね月１ 回 のペー ス で地域 自 治セン タ ーにお い て，地 区 計画

につい て の理解 を 深める た めの説 明 会や， 地 元まち づ くり

研究会 主 催の会 合 の場に お いて， 地 区の皆 様 ととも に ，地

区計画の案の修正などを行ってまいりました。 

また ，都 市計 画法 第１ ６条 に基 づく 素案 の縦 覧を ， 平 成

２１年 ７ 月１７ 日 から２ 週 間実施 し ており ま す。都 市 計画

法第１ ７ 条に基 づ く都市 計 画案の 縦 覧につ い ては， 平 成２

１年９ 月 １日か ら １５日 ま で２週 間 行いま し た。縦 覧 者は

５名で意見書の提出はございませんでした。  

以上 をも ちま して ，議 案第 １号 ，議 案第 ２号 の説 明 を 終

わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。  

 

あ り が と う ご ざ い ま し た 。 委 員 の 皆 様 か ら ， ご 質 問 ・ ご 意

見等ありましたらお願いいたします。  

 

この 地域 にお ける 建築 等に 関す る各 種制 限事 項が 説 明 さ

れまし た が，制 限 をする 手 法とそ の 実効性 に ついて は どの
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ようになっているのでしょうか。 

 

  実効 性を高め るために 条例で担 保してい きたいと 考え て

おります。 

 

  今回 の地域で ，用途地 域の変更 に伴って 既存不適 格と な

る建物はありますか。 

 

  既存 不適格に ついては ，今年の ２月から ３月にか けて 現

地調査 を 行なっ て おりま す 。今回 の 用途地 域 の変更 に よる

既存不適格というものはありません。 

 

今の とこ ろ， 各種 制限 に対 する 地元 の了 解は とっ た と い

うこと で ありま す が，こ れ からこ の 地域に は 旧宇都 宮 市内

や他の 地 域から 来 る人々 も 増えて く ると思 い ます。 そ うい

った方々に対してはどのように周知していくのですか。 

 

  都市 計画決定 した案件 について は，都市 計画課で 縦覧 す

ること が できま す 。ただ し ，全て の 案件に お いて， 積 極的

なＰＲ と いうも の は行っ て おりま せ ん。土 地 取引に お いて

重要事項であり，今後，予定されている保留地販売時には，

周知を行なってまいります。 

 

  そう いった周 知をしっ かりとし ていただ いて，北 の拠 点

として 位 置付け ら れてい る 場所で す ので市 民 に広く ， 説明

出来るような体制でやっていただきたいと思います。  

 

ご意 見， ご質 問も 出尽 くし たよ うで すの で， お諮 り い た

します 。 議案第 １ 号「上 河 内都市 計 画用途 地 域の変 更 」及

び議案 第 ２号「 上 河内都 市 計画地 区 計画の 決 定」に つ いて

原案どおり異存なしとしてご異議ございませんか。 
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異議なし  

 

それ では ，原 案ど おり 異存 なし とし て答 申す るこ と と い

たします。   

続きまして，議案第３号「宇都宮市景観計画の変更（案）」

について説明をお願いいたします。  

 

それでは，本日の諮問事項をご説明する前に，今回の「景

観形成推進地区」の指定制度について簡単にご説明し たい

と思います。お手元のＡ４版カラーの説明資料２－３ をご

覧いただきたいと思います。 

「１ ．概 要」 です が， 景観 形成 推進 地区 につ いて は ， 地

域住民 自 らが積 極 的に景 観 づくり に 取り組 も うとす る 地区

を「宇 都 宮市景 観 計画」 及 び「宇 都 宮市景 観 条例」 に 基づ

き，色彩やデザイン，緑化などの景観形成のルールを定め，

住民主体の景観づくりをしていくものでございます。  

次に「２．景観に関する地区指定制度」につきましては，

宇都宮 の 特徴を 有 し，本 市 の顔と し てふさ わ しい地 区 を市

が積極 的 に地元 に 投げか け ながら 進 めてい く 「景観 形 成重

点地区 」 と地域 の 住民か ら 提案を 受 けて進 め る「景 観 形成

推進地 区 」とい っ た２つ の 地区指 定 制度が ご ざいま す 。こ

のうち，「景観形成推進地区」に指定されますと，地区内で

決めたルールが反映され，建築する際には，市に届出をし，

審査を 受 けるこ と になり ま す。良 好 な住環 境 が担保 さ れる

制度でございます。 

  また ，この「 景観形成 推進地区 」の指定 要件です が， ①

として一団の土地の区域が０．１ha 以上で，市民や事業者

から要 請 がある こ と。ま た ，②に つ いては ， 記載の 訂 正が

ございます。本文の「２ /３」の後に「以上」を追加記入い

ただき た いと思 い ます。 改 めまし て ，②と し て地区 内 の市

民 ま た は 事 業 者 の ２ /３ 以 上 の 同 意 が あ る こ と と な っ て お

ります 。 この二 つ の要件 を 満たし て いれば ， 指定可 能 とな
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ります。  

この 「景 観形 成推 進地 区」 と「 景観 形成 重点 地区 」 は ，

市が積 極 的に地 域 住民へ 投 げかけ て 取り組 む か，地 域 住民

自ら提 案 して取 り 組むか の 違いだ け で，規 制 の仕組 み は同

じということになります。  

そのため，「３．景観形成推進地区の規制」につきまして

も，左側の特定届出対象行為の規定のところになりますが，

市全域 の 届出で は ，罰則 は ありま せ ん。勧 告 にとど ま るこ

とになりますが，「景観形成推進地区」については，変更命

令，あ る いは原 状 回復命 令 を行う こ とが可 能 になり ま す。

景観法の罰則が適用されるということになります。 

次 に ， 右 側 の 届 出 対 象 規 模 の 拡 大 で あ り ま す が ， 現 在 の

市 内全 域 の 届出 対 象 規模 に つ きま し て は， 高 さ １０ ｍ を 超

え るも の 又 は， 建 築 面積 １ ， ００ ０ ㎡ を超 え る もの と な っ

て おり ま す が， 矢 印 右の 推 進 地区 の 届 出対 象 規 模は ， 建 築

確認が必要なものすべてを届出の対象と考えております。 

次に，「４．手続きの流れ」でありますが，市全域の景観

法第１ ６ 条の届 出 につき ま しては ， 違反に 対 して勧 告 まで

となっ て おりま す が，推 進 地区内 に つきま し ては， 第 １７

条によ る 変更命 令 ができ ， これに 違 反しま す と，景 観 法に

基づく罰則の適用となります。 

以上が，「景観形成推進地区」の指定制度の内容となりま

す。 

それ では ，こ れら を踏 まえ まし て， 諮問 事項 の「 景 観 形

成推進地 区の指定 に伴う宇 都宮市景 観計画の 変更 (案 )に つ

いて」 ご 説明い た します 。 Ａ４版 の 白黒の 説 明資料 ２ をご

覧ください。 

まず ，趣 旨で ござ いま すが ，中 里原 地区 にお ける 「 景 観

形 成 推 進 地 区 」 の 指 定 に 伴 う 「 宇 都 宮 市 景 観 計 画 の 変 更

(案 )」が まとまり ましたの で，その 内容等に ついて諮 問 す

るものであります。 

「 １ ． 変 更 の 理 由 」 に つ い て で す が ， 中 里 原 地 区 は ， 宇 都
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宮 市 の 北 部 に 位 置 し ， 北 は 羽 黒 山 ， 南 は 豊 か な 田 園 景 観 に 囲

ま れ ， 恵 ま れ た 自 然 に 接 し て お り ま す 。 こ の 自 然 環 境 と の 調

和を図りながら，「新しいまち」と「自然」が共存した住環境

を 創 出 し ， 緑 豊 か な ， ゆ と り と 潤 い の あ る 景 観 形 成 が 求 め ら

れております。  

こ の よ う な こ と か ら ， こ れ ら の 実 現 の た め に 街 並 み を 構 成

する建物や緑，看板などについてルールを定め，「景観形成推

進 地 区 」 に 指 定 し ， 宇 都 宮 市 景 観 計 画 を 変 更 し よ う と す る も

のでございます。  

次に ，「 ２． 策定 経過 」に つい てで すが ，昨 年の １ １ 月

から， 区 画整理 区 域内の 地 権者と の 話し合 い を進め ， 今年

の２月 に は，そ の 周辺地 権 者との 話 し合い ， さらに は ，ア

ンケー ト 調査や 地 元相談 会 を開催 し ，８月 に 地権者 代 表か

ら推進 地 区の要 請 を受理 い たした と ころで ご ざいま す 。こ

れを受 け まして ， ９月１ 日 から１ ５ 日にか け て素案 の 縦覧

を行い ， １０月 に は，景 観 審議会 と 屋外広 告 物審議 会 に諮

ったところでございます。  

次に，「３．計画の内容及び特徴」についてですが，別冊

で綴じて あります ，「宇都 宮市景観 計画（変 更案）」 をご 覧

くださ い 。今回 の 中里原 地 区の推 進 地区指 定 につい て は，

現在の 「 宇都宮 市 景観計 画 」に追 加 変更す る もので ご ざい

ます。 目 次の欄 を ご覧く だ さい。 第 １章の 景 観計画 の 区域

や 第 ２ 章 の 良 好 な 景 観 形 成 に 関 す る 方 針 な ど ，「 景 観 形 成

推進地 区 」に関 わ る項目 に つきま し て，ア ン ダーラ イ ンで

表示しております部分が変更追加するものでございます。 

内容 につ きま して は， １４ ペー ジを ご覧 くだ さい 。 こ ち

らに「景観形成推進地区」の区域を掲載しております。 

３４ ペー ジを ご覧 くだ さい 。こ ちら は中 里原 地区 の 「 景

観形成推進地区」における基本方針を示しております。 

次に，４１ページをご覧ください。こちらは，「景観形成

推進地区」における行為の制限を記載しております。  

また ，４ ５ペ ージ をご 覧く ださ い。 こち らは ，屋 外 広 告
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物の制限を記載しております。 

このように，今後，「景観形成重点地区」あるいは「景観

形 成推 進 地 区」 な ど を新 た に 指定 す る に当 た っ ては ， 景 観

計画に順次，追加していく仕組みとなっております。  

そ れ で は ， こ れ ら の 詳 し い 内 容 に つ き ま し て ， ご 説 明 い

た しま す 。 お手 元 の Ａ３ 版 カ ラー の 説 明資 料 ２ －１ を ご 覧

いただきたいと思います。  

まず，「 (１ )  景観形成の目標及び基本方針(案 )」でござ

いますが，景観形成の目標につきましては，「快適でゆとり

と潤い の ある緑 豊 かな街 並 みの形 成 を図る 」 ことを 目 標に

掲げて お ります 。 また， 景 観形成 の 基本方 針 につい て です

が，「住宅地景観ゾーン」につきましては，緑豊かな環境と

調和した落ち着きのある住宅地の景観形成，また，「沿道サ

ービス ゾ ーン」 に つきま し ては， 周 辺と調 和 したゆ と りと

潤いの あ る住宅 地 の景観 形 成を掲 げ ている と ころで ご ざい

ます。 

次に「 (２ ) 「景観形成推進地区」の区域(案 )」でありま

すが， 黒 い線で 囲 まれて い る区域 が ，中里 原 土地区 画 整理

事業区 域 となっ て おりま す 。その 区 域の周 辺 部を含 め た赤

枠で囲 ま れた区 域 を「景 観 形成推 進 地区」 の 区域と し てお

ります。それらの区域のうち，緑の区域が「住宅地ゾーン」，

オレン ジ の区域 が 「沿道 サ ービス ゾ ーン」 と なって お りま

す。そ れ らの区 域 ごとに 景 観形成 の 方針や 基 準を設 け てい

るところでございます。 

続きまして，ページ右側の「(３ ) 良好な景観形成のため

の行為の 制限 (案 )」であり ますが， まず，「①  届出対象行

為」と い たしま し ては， 建 築物及 び 工作物 で ，建築 確 認が

必要なものは全て届出対象といたします。 

また ，「 ②  行為 の制限 」 につき ま しては ， 左端の 建 築物

及び工 作 物の項 目 におい て は，形 態 意匠と し て，色 彩 の基

準を日 本 工業規 格 であり ま す，マ ン セル値 に より， 別 表１

のよう な 色相， 明 度，彩 度 などの 数 値基準 を 設けて お りま
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す。こ れ は，平 成 ２０年 度 に策定 し ました 「 色彩景 観 ガイ

ドライン」をベースに基準化したものでございます。  

参考 とし て， ２枚 目の 説明 資料 ２－ ２を ご覧 くだ さ い 。

ペ ー ジ の 中 央 に 建 築 物 等 の 色 彩 基 準 が 色 相 ご と に そ れ ぞ

れ，明 度 と彩度 の 制限枠 を 設けて お ります 。 この枠 内 の範

囲内で 建 築物の 屋 根や外 壁 の色彩 を 決めて い ただく こ とに

なりま す 。右側 の 屋外広 告 物の色 彩 基準に つ きまし て も同

様となります。 

再び説明資料２－１に戻っていただきたいと思います。 

緑化 につ きま して は， 有効 空地 や敷 地の 空地 部分 ， 敷 地

内の道 路 に面す る 部分な ど には， 良 好な景 観 を形成 す るた

めに植 栽 等を積 極 的に行 い ，季節 感 のある 花 や緑を 用 いる

ことで ， まちな み に潤い を 与える 演 出に努 め ていた だ きた

いと考えております。 

また ，原 則と して ，緑 地面 積の 敷地 面積 に対 する 割 合 で

ある「緑化率」を５％以上確保したいと考えております。 

最後 に， その 他と いた しま して ，市 全域 の景 観計 画 の 大

規模行 為 に該当 す る建築 物 及び工 作 物につ き まして は ，こ

れらの 基 準のほ か に大規 模 行為の 制 限内容 に ついて も 遵守

していただこうと考えております。  

続きまして，２枚目の説明資料２－２をご覧ください。 

「 (４ )  屋 外 広 告 物 の 表 示 ・ 掲 出 に 関 す る 行 為 の 制 限

(案 )」で ございま す。住宅 地ゾーン と沿道サ ービスゾ ー ン

に分けまして，行為の制限を設けております。 

ま ず ， 屋 外 広 告 物 全 体 の 共 通 基 準 と し て ， 意 匠 に つ き ま

して は ，「 (１ ) 建物 や 周 辺環 境 と の調 和 が とれ た 意 匠」 と

し， ま た ，「 (２ ) 色彩 」 に つき ま し ても 地 色 に高 彩 度 色の

使 用を 避 け ，周 囲 の 景観 に 調 和し た も のと し て いた だ き ま

す。 

ただし，高彩度色の使用につきましては，広告物の１ /３

以内で使用していただくことになります。 

次に，総表示面積につきましては，「住宅地ゾーン」に限
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り ，一 敷 地 内の 表 示 面積 の 合 計は ， ２ ０㎡ 以 内 とい た し ま

す。 

配 置 ・ 位 置 に つ き ま し て は ， 道 路 上 に 張 り 出 さ な い 位 置

と し， 種 別 につ き ま して は ， 自家 用 広 告物 の み とさ せ て い

た だき ま す 。そ の 他 とい た し まし て ， 広告 物 の 照明 に つ き

ま して は ， 派手 な 電 飾等 を 控 え， 点 滅 照明 や 映 像装 置 等 を

使用しないものといたします。 

ま た ， 種 類 別 の 基 準 も 設 け て お り ま す 。 ま ず ， 屋 上 広 告

物でありますが，「住宅地ゾーン」につきましては表示しま

せん。 

「 沿 道 サ ー ビ ス ゾ ー ン 」 に つ き ま し て は ， 既 存 の 土 地 利

用 の現 状 を 踏ま え ま して ， 高 さ３ ｍ 以 下で ， 表 示面 積 ４ ０

㎡以内といたします。 

次に，独立広告物でありますが，「住宅地ゾーン」につき

ましては，一敷地内の表示基数は，２基までといたします。

広 告物 の 高 さは ， ６ ｍ以 下 で ，表 示 面 積は １ ０ ㎡以 内 と い

たします。 

また，「沿道サービスゾーン」につきましては，一敷地内

の 表示 基 数 につ い て は， 必 要 最小 限 と し， 広 告 物の 高 さ に

つ いて は ， １０ ｍ 以 下で ， 表 示面 積 に つき ま し ては ２ ０ ㎡

以内とします。 

次に，壁面広告物でございますが，「住宅地ゾーン」につ

き まし て は ，表 示 面 積の 合 計 は， １ ０ ㎡以 内 で かつ ， 壁 面

積の１０分の１以内であれば，掲出可能といたします。 

また，「沿道サービスゾーン」につきましては，表示面積

の合計は，２０㎡以内でかつ，壁面積の１/１０以内であれ

ば ，掲 出 可 能と い た しま す 。 また ， そ の他 の 広 告物 に つ き

ま して は ， 現行 の 屋 外広 告 物 条例 の 基 準を 準 用 して い た だ

きます。以上が，「景観形成推進地区」の指定内容となって

おります。 

Ａ ４ 版 白 黒 の 説 明 資 料 ２ に 戻 っ て い た だ き た い と 思 い ま

す。ここ で改めて ，「３  計 画の内容 及び特徴 」につい て で
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森本議長  

 

 

木村委員  

 

 

宇梶幹事  

 

 

一木委員  

 

 

ありま す が，１ 点 目とし て ，建築 物 や工作 物 等に具 体 的な

色彩制 限 を設け た こと， ま た２点 目 として ， 緑豊な ま ち並

みを誘 導 するた め に緑化 率 を設け た こと， ３ 点目と し て，

良好な 住 環境を 創 出する た めに屋 外 広告物 の 制限を 強 化し

たこと ， 最後に ， 今回の 中 里原地 区 は，地 区 計画と 連 携し

て進め て おりま す 。土地 利 用規制 と の一体 的 な景観 形 成を

図ることとしております。  

続 きま し て，「 ４  今 後の ス ケ ジュ ー ル 」で あ り ます が ，

本日の審議会でのご意見を踏まえまして，１１月には，「景

観形成推進地区」の指定に係る，「宇都宮市景観計画の変更」

を 告示 し ， １２ 月 の 議会 に 中 里原 地 区 の届 出 対 象の 拡 大 な

どを規定する，「宇都宮市景観条例」の改正案を提案し，平

成２２年１月に改正景観条例施行を予定しております。 

な お ， 審 議 会 へ の 諮 問 に 先 立 ち ま し て 実 施 し た ， 素 案 の

縦 覧に つ き まし て は ，縦 覧 期 間と し ま して ， 平 成２ １ 年 ９

月 １日 か ら ９月 １ ５ 日ま で ， ２週 間 縦 覧い た し まし た 。 縦

覧者４名，意見申出者はおりませんでした。  

以 上 で 説 明 を 終 わ り ま す 。 ご 審 議 の 程 ， よ ろ し く お 願 い

いたします。 

 

委員の皆 様から， ご質問， ご意見等 ありまし たらお願い

いたします。 

 

壁 面 な ど に 付 け た り す る イ ル ミ ネ ー シ ョ ン の 色 彩 に 関 し

ての規制はあるのでしょうか。 

 

  庭先 などにイ ルミネー ションを 付けるこ とは，規 制の 対

象外となります。  

 

  屋外 広告物に おける広 告の内容 について の規制は 考え て

います か 。例え ば 風紀紊 乱 の問題 や ，駅前 な どで多 く 見ら

れるサ ラ 金など の 看板な ど に対す る 内容上 の 規制を 考 えま
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宇梶幹事  

 

 

一木委員  

 

 

 

 

本田委員  

 

 

 

 

 

 

 

宇梶幹事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森本議長  

したか。あるいはそういった規制は可能でしょうか。  

 

  非常 に難しい 問題です が，表現 の自由と 照らして ，内 容

については，難しいと考えております。  

 

  私も 内容的に は難しい という気 がします が，今回 はと も

かくと し て，そ う いった 規 制が可 能 かどう か ，ある い はこ

のまま で あると す ればど の ような 対 応が考 え られる の かに

ついての研究が必要になると思っております。 

 

  色彩 基準につ いてです が，現況 の宅地並 びに大規 模店 が

あるか と 思いま す が今回 の 基準か ら 外れる よ うなも の は現

在あるのでしょうか。 

また ，「 緑化率 」 の５％ と いうこ と につい て ですが ，「沿

道サー ビ スゾー ン 」でも 同 じく５ ％ を適用 す るとい う こと

ですが ， 具体的 に 宇都宮 市 の中で 「 緑化率 」 が５％ と いう

ところはどのような地区がありますか。 

 

  「緑 化率」の ５％につ いてです が，敷地 の外周に 植栽 を

設ける 程 度で５ ％ はクリ ア できま す 。宅地 の 形状あ る いは

場所に も よりま す が，外 周 に生垣 を 設けて い ただく こ とで

５％は ほ ぼ確保 出 来ると い う考え で ござい ま す。こ の ５％

につい て は地域 の 住民の 方 との話 し 合いの 中 で決め て きま

した。 

  本市 において は，戸祭 台地区は 風致地区 に指定さ れて お

り，敷 地 面積の ３ ７％の 「 緑化率 」 が求め ら れてい る 所で

す。５ ％ と比べ る と，な か なかイ メ ージが し にくい と 思い

ますが ， 今回の ５ ％につ い ては道 路 に面し て いる部 分 につ

いて生 垣 などを 設 ける程 度 で確保 で きる量 と 考えて お りま

す。 

 

「建 築協 定」 と「 景観 形成 推進 地区 」で の違 いは あ り ま
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宇梶幹事  

 

 

 

青木委員  

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

森委員  

 

 

 

 

宇梶幹事  

 

 

 

 

森本議長  

 

 

 

 

すか。  

 

制度 とし て「 緑地 協定 」あ るい は「 建築 協定 」と い う も

のもご ざ います が ，今回 に ついて は 景観の 中 で整理 さ せて

いただきました。  

 

「建 築協 定」 と「 景観 形成 推進 地区 」と の違 いと い う の

はどういったものでしょうか。「景観形成推進地区」は，市

民の力を借りて，２/３以上の合意を得てやっていくのに対

して，「建築協定」はもっと厳しいのでしょうか。 

 

「建 築協 定」 につ きま して は， 地権 者の 方々 や地 元 の 皆

様どう し での協 定 でござ い ますが ， 今回の 「 景観形 成 推進

地区」 に つきま し ては， 景 観法に 基 づく市 へ の届出 と いう

ことに な ります の で，担 保 がしっ か りとな さ れると い う形

になります。罰則もあります。 

 

景観 の規 制や 地区 計画 の規 制に おい て届 出を する わ け で

すが， 二 重三重 に 規制が 被 ってい ま すので 届 出をす る 方の

利便性 を 考えて 申 請を１ 本 化する こ とや， 審 査を合 理 化す

るなどの対応を考えていますか。 

 

現在 はそ のよ うな 検討 はし てお りま せん 。建 築指 導 課 と

の連携 の 下で指 導 してい く ことに な ります 。 庁舎内 で は，

同じ１ １ 階です ぐ に連携 が 取れる 状 況です の で，な る べく

ワンストップでいけるようにしたいと思います。 

 

「景 観形 成推 進地 区」 とい うの は今 回初 めて の指 定 と い

うこと で ござい ま すので ， 実際に 動 かして み ると今 の よう

なご意見のような問題が出てくるかと思います。その際は，

出来る だ け迅速 に 対応出 来 るよう に してい た だきた い と思

います。  
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森本議長  

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森本議長  

 

ご 意 見 ・ ご 質 問 も 出 尽 く し た よ う で す の で ， お 諮 り い た し

ます。議案第３号「宇都宮市景観計画の変更（案）について」

ですが，原案どおり異存なしとしてご異議ございませんか。

 

異議なし  

 

それ では ，原 案ど おり 異存 なし と答 申す るこ とと い た し

ます。以上で本日の議事につきましては，終了致します。 

  続きまして，「４．その他」ですが，事務局から報告をお

願いいたします。  

 

そ れ で は ， こ こ で 事 務 局 よ り ご 連 絡 申 し 上 げ ま す 。 委 員

の 皆様 に は 一旦 休 憩 をし て い ただ き ま して ， ４ 時１ ０ 分 か

ら，こちらの会議室におきまして，「第４３回宇都宮市都市

計 画審 議 会 」を 開 催 いた し ま すの で ， よろ し く お願 い い た

します。  

な お， 次 の 第４ ３ 回 の審 議 会 にお き ま して は ，「（仮 称 ）

第 ２次 宇 都 宮都 市 計 画マ ス タ ープ ラ ン 」に つ い ての ご 審 議

を いた だ く ため ， 臨 時委 員 の 方に ご 出 席い た だ くこ と に な

っておりますので，よろしくお願いいたします。 

事務局からは以上でございます。 

 

それでは，これをもちまして，「第４２回宇都宮市都市計

画審議 会 」を閉 会 いたし ま す。休 憩 の後， ４ 時１０ 分 より

次の審議会を開催いたします。 

ご協力ありがとうございました。 
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